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長野県告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合を含

む。）の規定により、医療機関を次のとおり指定しました。

　　令和７年２月27日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　病院、診療所又は薬局

氏　　　　　名 住　　　　　　　所 指	定	年	月	日

ちのメンタルクリニック 茅野市ちの 266番地２ 令和６年11月１日

堀田内科クリニック 上伊那郡南箕輪村5587番地２ 令和６年11月１日

いいだの森歯科こども歯科クリニック 飯田市鼎切石4079番地１ 令和６年11月１日

大槻医院 諏訪郡原村15739番地２ 令和６年12月１日

こまつ乳腺クリニック 上田市上田1757番地１ 令和７年１月１日

ファーマライズ薬局小河原店 須坂市小河原町1891－４ 令和６年12月２日

ファーマライズ薬局須坂店 須坂市大字須坂1288－２ 令和６年12月２日

ファーマライズ薬局墨坂店 須坂市墨坂南２丁目５－５ 令和６年12月２日

中萱医院 安曇野市三郷明盛3007番地 令和６年12月１日

ファーマライズ薬局小布施店 上高井郡小布施町中松東畑324－１ 令和６年12月２日

２　指定訪問看護事業者等

名　　　称 主たる事業所の所在地
訪問看護ステーション等の
名称

訪問看護ステーション等の
所在地

指	定	年	月	日

株式会社わかくさ会
長野市上野２丁目119
－１

訪問看護ステーション嫩
草・たかやま

上高井郡高山村大字高井44
86－１

令和６年12月13日

地域福祉課

長野県告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合

を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関からその業務を廃止する旨、次のとおり届出がありました。

　　令和７年２月27日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 廃	止	年	月	日

長田内科循環器科医院 上伊那郡南箕輪村3717 令和６年12月24日

ついじ内科消化器科クリニック 上田市築地539－２ 令和６年７月19日

小松内科循環器科医院 上田市上田1493番地３ 令和６年11月30日

大澤歯科医院 飯田市中央通り３－45 令和６年11月30日

上諏訪薬局 諏訪市大手２－３－10 令和６年12月31日

諏訪薬局 諏訪市豊田263番１ 令和６年12月31日
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地域福祉課

長野県北アルプス地域振興局告示第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定により、令和７年２月７日付けで北アルプス広域連合の規

約の変更を許可しました。

　　令和７年２月27日

	 長野県北アルプス地域振興局長　斎　藤　政一郎

市	町	村	課

かおり薬局 須坂市墨坂南２－５－５ 令和６年12月１日

アイリス薬局 須坂市大字須坂1288－２ 令和６年12月１日

スズラン薬局 須坂市小河原1891－４ 令和６年12月１日

のぞみ薬局 茅野市ちの 3386 令和６年12月31日

中萱医院 安曇野市三郷明盛3007 令和６年11月30日

とよしな内科クリニック 安曇野市豊科2643番地12 令和６年12月31日

小松歯科クリニック 諏訪郡下諏訪町5000－４ 令和６年12月31日

コスモス薬局 上高井郡小布施町中松東畑324－１ 令和６年12月１日

公告

　令和７年１月31日認可した伊那市による山室地区の土地改良事業の施行に伴う換地計画に基づく換地処分を、令和７年２

月12日行った旨届出がありました。

　　令和７年２月27日

	 長野県上伊那地域振興局長　布　山　　　澄

農地整備課

公告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定により、松本空港ターミナルビル株式会社以下25団体について

監査を実施しましたので、同法第９項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表します。

　　令和７年２月27日

	 長野県監査委員　増　田　隆　志

	 同　　　	青　木　孝　子

	 同　	　　柄　澤　千恵子

	 同	　　　依　田　明　善

令和６年度財政援助団体等の監査の結果に関する報告

第１　監査の概要

　１　監査の目的

　　	　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定並びに長野県監査委員監査基準及び監査実施要綱に基づき、県が財政

援助等を行っている団体の出納その他の事務の執行で当該財政援助等に係るものについて、適正で合理的かつ効率的に執行され

ているかという観点から、監査を実施しました。


